別紙様式１

施設整備

岩手県ひとにやさしいまちづくり表彰（個人）内申書
	（ふりがな）
	
	性　別
	生年月日
	　　年　　月　　日（満　　歳）

	氏　　名
	
	
	
	

	（ふりがな）
	

	現住所
	


	職業・役職等
	

	年
	月
	表彰区分に関する経歴
	その他関連する経歴

	
	
	
（従事等年数　　年　　ヶ月）
	
（従事等年数　　年　　ヶ月）

	
	
	
（従事等年数　　年　　ヶ月）
	
（従事等年数　　年　　ヶ月）

	功績の概要
	整備完了時期
	　　　　年　　　月

	
	整備内容
	(ひとにやさしいまちづくり条例整備基準（別添）以上の整備内容を記載)




	
	意見聴取の状況
	(整備に当たって利用が想定される多様な方の意見を聴取している場合に記載）




	
	ソフト面の取組
	(接遇などソフト面の取組を行っている場合に記載）




	
	施設外への効果
	(本来の施設の目的以外で地域に開かれた取組を行っている場合に記載）




	
	その他
	(上記のほか、ひとにやさしいまちづくりに関する取組を行っている場合に記載)









	賞罰
	賞罰の種類
	年月日
	事由

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	推薦者意見
	

	推薦者
連絡先
	担当者職氏名

	
	

	
	連絡先（電話番号・メールアドレス）

	
	


※施設整備の内容等が分かる資料として、冊子・パンフレット、写真等があれば添付してください。（任意）



施設整備

岩手県ひとにやさしいまちづくり表彰（団体）内申書
	（ふりがな）
	
	創立年月日
	　　年　　月　　日

	団体名称
	
	
	

	団体
代表者
	職名等
	（ふりがな）
	

	
	
	氏名
	

	（ふりがな）
	

	団体の主たる
事務所住所
	


	年
	月
	表彰区分に関する経歴
	その他関連する経歴

	
	
	
（従事等年数　　年　　ヶ月）
	
（従事等年数　　年　　ヶ月）

	
	
	
（従事等年数　　年　　ヶ月）
	
（従事等年数　　年　　ヶ月）

	功績の概要
	整備完了時期
	　　　　年　　　月

	
	整備内容
	(ひとにやさしいまちづくり条例整備基準（別添）以上の整備内容を記載)




	
	意見聴取の状況
	(整備に当たって利用が想定される多様な方の意見を聴取している場合に記載）




	
	ソフト面の取組
	(接遇などソフト面の取組を行っている場合に記載）




	
	施設外への効果
	(本来の施設の目的以外で地域に開かれた取組を行っている場合に記載）




	
	その他
	(上記のほか、ひとにやさしいまちづくりに関する取組を行っている場合に記載)










	賞罰
	賞罰の種類
	年月日
	事由

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	推薦者意見
	

	推薦者
連絡先
	担当者職氏名

	
	

	
	連絡先（電話番号・メールアドレス）

	
	


※施設整備の内容等が分かる資料として、冊子・パンフレット、写真等があれば添付してください。

別添ひとにやさしいまちづくり条例施行規則（平成７年岩手県規則第97条）

ひとにやさしいまちづくり条例整備基準（一部）
	廊下等

	粗面又は滑りにくい表面

	階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分に点状ブロック等の敷設



	階段

	踊場を除き、手すりの設置

	粗面又は滑りにくい表面

	踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できる段

	段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない段

	段がある部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等の敷設

	主たる階段の回り段の禁止



	傾斜路

	勾配が12分の１を超え、又は高さが16㎝を超える傾斜がある部分に手すりを設置

	粗面又は滑りにくい表面

	前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できる傾斜路

	傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等の敷設



	便所

	便所を設ける場合の１以上の便所の基準
	車椅子使用者用便房の基準
	車椅子使用者用便房を１以上設置

	
	
	車椅子使用者用便房の構造
	腰掛便座、手すり等の適切な配置

	
	
	
	車椅子使用者が円滑に利用可能な十分な空間の確保

	
	人工肛門又は人口膀胱を使用している者のための洗浄設備等を備えた便房を１以上設置

	
	乳幼児を座らせることができる設備を備えた便房を１以上設置

	小便器を設ける場合の１以上の小便器の基準
	床置式、壁掛式（受け口の高さ35cm以下）、その他これらに類する小便器の設置

	
	操作が容易な洗浄装置

	
	手すりの設置

	便所を設ける場合の共通基準
	濡れても滑りにくい仕上げの床

	
	車椅子使用者が使用する際に支障となる段の禁止

	
	１以上の操作が容易な手洗いの水栓器具

	
	手洗いの高さ75cm～80cm、下部に高さ65cm以上で奥行き45cm以上の蹴込みの設置






	
宿泊施設の客室

	客室総数50以上の場合の基準
	車椅子使用者用客室を客室の総数に100分の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）以上設置

	
	車椅子使用者用客室の基準
	便所の基準
	車椅子使用者用便房を設置

	
	
	
	車椅子使用者用便房及び便所の出入口
	幅80cm以上

	
	
	
	
	戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止

	
	
	浴室又はシャワー室の基準
	浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置

	
	
	
	車椅子使用者が円滑に利用可能な十分な空間の確保

	
	
	
	出入口
	幅80cm以上

	
	
	
	
	戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止



	利用円滑化経路

	階段又は段の禁止（傾斜路、エレベーター等を併設するもの等を除く）

	利用円滑化経路を構成する出入口の基準
	幅80cm以上

	
	戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止

	
	直接地上へ通ずる出入口には、出入りの際の風雨、雪等の影響をできるだけ少なくするため、屋根、ひさし、車寄せ上屋等の設置

	利用円滑化経路を構成する廊下等の基準
	幅120cm以上

	
	50ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所の設置

	
	戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止

	
	壁面の突出物の禁止又は視覚障害者の通行に支障が生じないよう必要な措置

	
	医療施設及び社会福祉施設にあっては、必要に応じて手すりの設置

	利用円滑化経路を構成する傾斜路の基準
	幅は、階段に代わる場合120cm以上、階段に併設する場合90cm以上

	
	勾配12分の１以下（高さ16㎝以下の場合８分の１以下）

	
	高さが75㎝を超える場合、高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置



	浴室

	１以上の浴室の基準
	浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置

	
	車椅子使用者が円滑に利用可能な十分な空間の確保

	
	１以上の操作が容易な水栓器具の設置



※詳細は県のホームページで確認をお願いします。
　https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/chiiki/machizukuri/1003546.html
